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 千 葉 県 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  新 旧 対 照 表  
○ 千 葉 県 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 □ 平 成 十 年 千 葉 県 規 則 第 九 十 三 号 □  

新  旧  

□ 対 象 港 湾 計 画 に 関 す る 手 続 に お け る こ の 規 則 の 規 定 の 準 用 □  □ 対 象 港 湾 計 画 に 関 す る 手 続 に お け る こ の 規 則 の 規 定 の 準 用 □  

第 七 十 六 条  第 八 条 か ら 第 十 条 ま で □ 第 八 条 第 三 項 及 び 第 四 項 を 除 く □ □ □

第 十 八 条 の 二 か ら 第 五 十 三 条 第 二 項 ま で □ 第 十 八 条 の 二 第 一 項 第 一 号 □ 第

四 号 及 び 第 五 号 □ 第 八 項 並 び に 第 九 項 を 除 く □ □ □ 第 五 十 八 条 か ら 第 六 十

条 第 一 項 □ 第 六 十 九 条 の 二 及 び 第 七 十 条 の 二 か ら 第 七 十 条 の 五 ま で の 規 定

は □ 条 例 第 四 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 港 湾 管 理 者 が 港 湾 環 境 影 響 評 価 □

港 湾 事 後 調 査 等 そ の 他 の 手 続 を 行 う 場 合 に つ い て 準 用 す る □ こ の 場 合 に お

い て □ 次 の 表 の 上 欄 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は □ そ れ ぞ れ 当 該 下

欄 に 定 め る 字 句 と す る □  

第 七 十 六 条  第 八 条 か ら 第 十 条 ま で □ 第 八 条 第 三 項 及 び 第 四 項 を 除 く □ □ □

第 十 八 条 の 二 か ら 第 五 十 三 条 第 二 項 ま で □ 第 十 八 条 の 二 第 一 項 第 一 号 □ 第

四 号 及 び 第 五 号 □ 第 八 項 並 び に 第 九 項 を 除 く □ □ □ 第 五 十 八 条 か ら 第 六 十

条 第 一 項 □ 第 六 十 九 条 の 二 及 び 第 七 十 条 の 二 か ら 第 七 十 条 の 五 ま で の 規 定

は □ 条 例 第 四 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 港 湾 管 理 者 が 港 湾 環 境 影 響 評 価 □

港 湾 事 後 調 査 等 そ の 他 の 手 続 を 行 う 場 合 に つ い て 準 用 す る □ こ の 場 合 に お

い て □ 次 の 表 の 上 欄 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は □ そ れ ぞ れ 当 該 下

欄 に 定 め る 字 句 と す る □  

 □ 略 □      □ 略 □     

 第 二 十 条  □ 略 □     第 二 十 条  □ 略 □    

  別 表 第 三 の 上 欄 に 掲 げ

る 事 業 の 種 類 ご と に そ

れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲

げ る 行 為  

港 湾 法 □ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二

百 十 八 号 □ 第 三 条 の 三 第 五 項 の

規 定 に よ る 地 方 港 湾 審 議 会 へ

の 諮 問  

   別 表 第 三 の 上 欄 に 掲 げ

る 事 業 の 種 類 ご と に そ

れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲

げ る 行 為  

港 湾 法 □ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二

百 十 八 号 □ 第 三 条 の 三 第 三 項 の

規 定 に よ る 地 方 港 湾 審 議 会 へ

の 諮 問  

 

 □ 略 □      □ 略 □     

  

 


